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丸　山　昭二郎

　第2次世界大戦で，ドイツ図書館界は約

2，500万冊もの蔵書を焼失・散逸し’：（いた。・

戦後，米英仏ソ四か国分割統治を受けたり

ち，冷戦さなかの1949年，ドイツ連邦共和

国とドイツ民主共和国が成立している6こ

の間にベルリンのプPイセン国立図書館は．

東西に分裂して，東ベルリンのドイツ国立

図書館　（Deutsche　Staatsbibliothεk）　と

Y一ルブルグの西ドイツ図書館　（West一

幹ロtsche　Bibliothek）となり・後者はさら

に変遷をへて，現在西べ〉レリンに移転して

国立図書館（Staatsbibliothek　PreuBischer

．，　Kulturbesitz以下国立図書館（SbPK：）と

する）となっている。前号で紹介レた77　Pt

イセン総合目録（1935年以降ドイツ総合目

録）の原稿は，1943年ベルリンからオスト

ポシメルンに疎開されたのち，』 s方不明と

なつ，戦後の調査によっても所在が確認さ

れなかった。原稿の紛失，編纂にあたった

プロイセン国立図書館の分裂，国土の分断

といった剥青が重なり，ついにドイサ総合

．目録は東西ドイツともに，・とりあげること

なく終っているg半世紀もの年月をかけ

てヂ㊧つた14巻，AからBeethordnung

の獄でゆ刊行出門かっ燗子二合
目録にかえて，戦後は両国ともにカード体

の地域総合目録を作遍し，図書二間相互貸

借に役立てている。

　本稿は，ドイツ総合目録にかわるカーtt

体地域総合目録と，図書館間相互貸借につ

いて，ドイツ連邦共和国の場合を主に紹介

するものであ’る。またプVイセソ目録規則

頓かわる新目録規則が最近東ドイツ・西ド

イツ，オース〉リアなどドイ『ツ語圏諸国の

図書館人によってまとめられたので，その

ことについてもごく簡単にふれてみたい。

　1945年以前の相互貸借

識後の地域総合目録相互貸借について

述べる前に，1945年以前の相互貸借にふれ

ておきたいb

　ドイツにおける図書館間相互貸借は，19
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　　世紀初頭hSら大学図書館間で個別に協定が’

　　結ばれ行われセいたがジ本格的に開始され

　　たのは1890年プ廿イセン沁ミ相左貸借法を制

　　濁して1893年たべルリyの王立図書館（の

　　ちρプPtイセン国立図書館）「とプ亡不セン．

　　の大学図書館間で実施に移されてからであ幽

　　る。以後1902年にはヴェルテンベルク，

　　1904年ヂューリンゲソ，1905年Ah　一一デン，

　．　1907年メ’クンンブ！レグ，1908年バイ『エルン

　　と相互貸借は普及し，・ドイツ全体に広まる

　　勢いをみせたが，第一次大戦で阻まれ，

　　1924年になってようやく「ドイツ相互貸借

　「（DeutScher　Leihverkehr）」が成立するに

　　至った。その参加資格は学術図書館だけに

　　限定されていた。相互貸借用請求票は当時

　　最大の蔵書を有したプPt：イセ≠国立函書館1

　　とバイエノセン州立図書館に集中した。この

　　二館の負担を軽減するために「「ドイツ相互

　　貸借」と平行して地域ごとの相互貸借組織

　　も考え．られ，1924年西南ドイヅ地方に「西

　　南ドイツ相互貸借　（S茸dwestdeutscher

　　Leihverkehr）」が誕生しているQ請求票は

　　まず参加館の間を自動的に回送され，調査

　　されていき，所蔵なしと判明ぴではじめて

　’プPイセン国立図書館ないしバイエルン州

　　立図書館に送付される仕緯みであっtg・、し、

　　かし醇ドィ解方を除いては・ζ’㊧働

　　地域相互貸借組織は実現しなかった。

・　．．F’イツ相互貸借による貸借数は1932年に

　　40万冊を数え，プPtイセン国立図書館では

　　長期貸出しを減らすために一部請求資料を

　　写真複製したり，時にばマイクP化（1）も試

　　みた・こうした相壁画のト・一・卑して・

　　プPイセン総合目録は刊行された。そして

　　戦後の相互貸借はこの基礎の上に築かれ

　　た。

主％㌔
’

（1）　Fuchs，　Hermann：　Bibliotheksvef－

waltupg．　Wiesbaden　1963．・p．　226．

地域総合目録創設と相互貸借再開

　長い年月をかけ，しかも未完に終らたド

馳イ、ツ総合目録に対する反省が東西両ドイツ

でなされた。相互貸借再開にともない総合

目録を早急に作成する必要があったこと，

相互貸借は州規模で行われること，予算獲．

得も地方分権の強いドイツでは，国より州

からの方が長期継続的に容易と考えられた

ことなどの理由から，国内をほぼ州単位の

数ブ官ックに分けそれぞれにカード体地域

総合目録が創設された。とくに西ドイツで

はナチスによる中央集権化に対する批判が

　　　　　　　　　　　　　　　　　ラント
強く，とりわけ文教面は，古くからの州の

文化主権（Kulturhoheit）を基盤に据えた

行政がなされた時期℃あった（1）ので，州単

位の地域総合目録，相互貸借は時代に合致

　したものでもあったといえよう。

　相互貸借再開は1948年ハノーバーで開か

れたドイツ、図書館大会で討議され，1951年

規則（2）に葦とめられた。・

　戦争で蔵書を焼失した図書館が多く，ま

た戦前相互貸借の中心的存在であったプ官

イセン国立図書館は分裂し，バイエルン州

立図書館も220万冊（1939年）の蔵書のうち

50方冊を焼失し，もはや相互貸借の：負担を

二館だけでになうわけにはいかなかった。

そこで1951年規則では参加資格を広げて，

学術図書館だけでなく公共図書館も．可と

　し，また同時に請求票を出来るだけ多数の

図書館に翁散させるため，，国内をブ官ッぞ、、

分けし，ブ＃ックごとに相互貸借中央館を

、『 ?ﾟた。請求票はまずブ＃ラク内の参加館・

を一巡してから；所蔵の無い富合のみ，他

ブ戸ヅク中央館へと回送されることにし

　た。
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　1951年規則が成湿した当初，一部のブP

ックにしがなかった鞄域総合目録が西ドイ

ツ中1こ創設されたのは，19S4年ドイツ図書

館協会に「総合目録委員会」が作られ，

ユ956年から1958年にかけてドイツ学術振興・

会が助成金を与えてからである。

　1951年規則は多数の参加館に請求票を回・

送させた点で前進はみられたが，時間がか

かりすぎるという欠点をもった。地域総合『

目録が創設されていくなかで，新規則々雌

備されていった。　　　”　　ピvt

注

（1）中野光，三枝孝弘，深谷昌志，深沢

　法暎著「戦後ドイツ教育史」　（御茶ゐ

・水書房　1966年　p：176）

（2）1951年規則につい七は，“Zeitschrift

　ftir　Bibliothekswesen　und　Bibliogra－

　phie（以下ZfBBと略す）”Sonderheft

　8（1967）に詳しいQ

　1966年相互貸借規則

　能率的に請求票を処運して．V・くにば，地

域総合目録を所在調査に用いることが必要

であった。まず1954年夏にノルトライン・

ウェストファーレンの一部でその試みガミ始

まり，1956年同州全域，．ユ959年にはヘジセ

y州で地域総：合目録を相互貸借に組み込ん・

でいる。ユ961年に磁ンヘンで開かれたド

イツ図書館大会で相互貸借と地域総合目録

を結合する新規則の提案がされ，1963年バ，

・「デン・ヴュルテン・凝ルク州で西一ドイツ野

州文教行政当局（K只ltusverwaltung町der

Lander）によりこの案は実施され，1965年

ニュー 泣塔xルクのドイツ図書館大会で全

会“致で承認されたのち，諸等の文部大臣

を集めて開かれる常設文部大臣会議（Stan・’

dige　Konferenz　der　Kultusminister）Ci）

が各州にその実施を勧告して1966年から実

行にうつされた。，

　1966年規則（2）は29条よりなるが，・そのう

ち特に重要と思われる部分を紹介したい。

1966年規則の目的は，学術および科学的職

務の振興に寄与するものとされ（第1条），

参加資格は従来よりも広げられて，私立特

殊図書館まで可とし（第2条），相互貸借は

可能な限りブロック内で成立させるべぎこ

と（第7条第？項），地域総合目録を通さな

い相互貸借分野があること（第10条）など

である’B　　　　　　　1

　西ドイツは国内を7プ官ックに分け，各

ブPックの相互貸借中央館に地域総合目録

炉置かれて，ブVック内め相互貸借参加館

の目録カードを収集している。ただし東洋

諸語で書かれたもの，楽譜，地図，出版社

から出版さμない学位論文などは除外さ也

る。

　地域総合目録のほかに，国立図書館（S

bPK）も相葦貸借の中央舘同様の扱いを5

け，その蔵書目録で請求票の調査をしてい

る。

’所在調査のトμ一・ルとレては雑誌，叢書

や特定主題別の冊子体総合目録も存在して

いる6

　とヒで実際に例をあげて相互貸借ゐ請求

票作成から資料入手までを説明したい。ま

ず図書館に求める文献がないとわかった場

合図書館員に申し出て相互貸借請求票が

作成される。請求票はその図書館の属する

ブPtックの地域総合目録へ送られ，所在調

査の結果ブPック内に求める文献があれば

請求票は所蔵館にまわされ，請求票の出さ

れた図書館に文献が送付される。一方，ブ

ゴック内に求ある文献がないと，所蔵して

いると思われるブPックへ請求票は順次回

送されイ所在調査が繰り返えされる6たと
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えば経済学関係についての請求票が出さ

れブ両ク申の出域総合目録でネガティ．i，

ヴ塗回答が出る、と・ギ「ルの世界経済研’

究所図書館（Bibliothek　dβs　Instituts　ftir

WeltWi・tschaft）の属するNρrddeutβchpr

Zentralkatalo9に送られる。そこでの所在

調査もネ押ティヴに出々とr次はヶ花ン

大学図書館め目録カードの入らたNord－

rhein－Westfalenの総合目録に・まわされる。

こう耳掛．棚の地域糸胎腸と周立図書

館（SbPK）をすべてまわり’，所在が不明で，

’しかもその資料が1945年場降Qドイツ出

版物であれば，最：後にフランクフルトのド

イ・テヂビブリオテーク酬い合わせる

ことが出来る。「こうした調査にもかかわら

ず求める資料が見つからなかちた場合は，

請求票に回遷された地域総合目録ごとに目

付が記入されて戻ってぐる。国立図書館

（SbPK）を含む八ヵ即すべてを回送された

場合，平均41目かかっている。

　1966年規則第工0条で地域総：合目録を通ざ

ず直接所蔵館に請求することが許される相・

』互貸借について述べられている。冊子体総

合目録で所在のわかる雑誌，叢書の場合，

あ「るいはごく専門性の高い文献地野合

・目録に含まれない東洋諸語の出版物，楽譜，

’地図，出版社で発行されない学位論：文など

・ぽ，所在がわかっていれば地域総合目録を

逓さず直接所蔵館に請求できる。所在がわ

からなくとも，のちに説明するSSGに参

’加L，，当該学術分野を担当L．ている図書館

には直接請求することも出来る9’

　．雑誌・新聞に載った論文はi経費節約と層

長期貸出しを防ぐ意味からぜ＃ックス複写

’1し七送付される。この方法はドイツ学術振

興金の財酢的援助をうけ（1965年から実施

　されたQ閲覧者は一温温（ただし20ページ

まで）につぎO，　5DM（約50円）を負担す

　る。合需製本した重い雑誌を梱包するのは

　職員に肉体的疲労をもたらし，往復の郵送

　料秀高く，破損も起りやすいからである。

　しかし庶とんど利用されない雑誌や，20ペ

　一糊上にも潤る論文発行されて2年
　たたない雑誌などはぜ両クス複写の対象’

　とはされない。「

　　上記の0．5DMを閲覧者が支払うことを

　除けば，相互貸借に要する費用はすべて図

　書鋸が負担する。また図書館間でめ清算は

　されない。

　　以下の場合は他」“　Pt；yクとの相互貸借か

　らはずされる。

　　（a）一般教養書

　　（b）刊行されて間もない旅行案内書

　　⑥書店で廉価球潤れる文聯の類
　　（d）ブPック内に所蔵されてはいるが，

　　　請求時点で貸出中のもの

　　（e）参考図書

　　（f）書店で購入可能で，しかもブPtック

　　　内の図書館が収集可能なドイツ出版物

　　上記㈲ッ㈹は，相互貸借が学術振興を目．、

　「的としており（1966年規則第1条），また

　ゲ官ック内で閲覧者の多様な請求を一応は

　みたせる蔵書構成が求められている（1966

　年規則第7条第2項）理由により，他ブPt

　　ックとの相互貸借の対象からはずされる。

　　1966年規則が出来てから，，相互貸借数は

　年間160万件にものぼるが，2つの問題点

　　ヵ脂摘ざれている。まず第1の問題点は，・

　相互貸借にかかる日数がすべての地域総合

　　目録で所在調査される場合，平均41日も々…

　　かることで（3）あり，第2の問題点は請求

　票がしぼしば紛失することであるb毎年

　　16，000から17i’OOO枚もの請求票が郵送途上’

　　や，地域総合目録所在館内で消えている（4）。’

　　あやまって作業中にカードボックスに入れ』

　　忘れたう，封筒から請求票を取り出す際
　　　　x　－
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1，．2枚を取り残したまま，』封筒をグズカゴ’1

喋鱗死も考えられるそうであ．る・tt〆
　これら問題点を解決するために，』1960年

代半ばから図書館に導入されはじめたコン

ぜユータを相互貸借にも利用することが検

討されている。地域総合目録をデータバン

クに入れれば年間160万件にのぼる相互貸

借も，短時間に確実に処理出来るはず君と，

考えられている（5）。．

　・1972年連邦三三科学省は功成金を与えて

31台のテcrックス塗図書館にそなえつけた、

⑥。’ f年ドイツ学術振興会は地域総合目録

といくつかの大学図書館と．O間でジファク

シミルを用いた相互貸借ゐ実験を行い∫成

功している（7）。

　プマック内Q相耳貸借専粛バスの運行も

考えられている（8）。

注

（1）州単位の文教行政から生じる諸問題

　を調整するたあ，米英仏ソ占領時代の’

　！946年8月より非公式機関として活動

　を開始し，1949年正式の協議機関とな・

　つたb　、

（∵fll岬噸騨1）・に詳レ

．（3）　Heydrich，　Jtirgeh　urtd　Alexander’

Welk，　．Zentralkataloge．．　al，s　Datdn：’．

　bqnken．　ZfBB　Sbnderheft’　16．（1973）

　p．　143

層（4！．」L．・h・e・H・・twig・’　．“V・r1・ゆ9・g・n一　．

　’gene”　Fe．rnleihbestel，lungen　Etgeb－

　nisse．　ein6r　Umfrage　vom　Januar’

　1973．　ZfBB　Jg　XXI（1974）・

（5）．Heydrich，　Jtirgen　u11（ゴAlexander

　Welk，　op．　cit．，　p．　142－v157’

（6），（7）　Deutscber　BUIchereiverband　e．

　Vi，．Bibliotheksplan　’73．　p．　．140

（8）．Bibliotheksplan　’73．’p．　27

・地域維合目録ζ冊子体総合目録’

　国立図書館「（SbPK：）を除く7ヵ所の地

域総合目録におさめられたカー．ドは，1971

年で4，　730万冊参加館508である。処理件数

、は国立図書館．（SbP：K：）を．含やで！，5351　’

429。そのうちブロック内で解決されたも・

の580，716，他ブロックに向送され七解決

旧規の735・378Q個姻舗（SbPK）．
によるちの219，335である6　・1973下め統計

　によるとブ官ッグ内で解決し準のは62・・8

％・tt他ブPッグから回送されて来た請求票

1は32．3％が所在を見出している。、バイエル

ンの地填総合目録を例にとると・1974年峠

　プ’Ptック内からの請求票のうち72．2％他プ
し

　Pックから．の請求票の44％を所在三三⑱結．

果処理し痴る・・▽・…’．

　　以下に国立図書館（SbρK）を含む地域、

総合目録（1）め概要を列挙する。、

　　1．　Staatsbibliothek　P，teuesischer　・

　　．　KulturbesitZ

　　　　　（西ベルリン）r240万冊

ユ96gl・97・1　・97・

相互難処蹄数：1・…　72gl　’．　・2・・　S961・・9，・33S

，II．　Zentralkatalog　Baden－

　WUrtteniberg一

　シ与トウツトガ7？ト’（州立図書鯨）所

在g4956年創設，参加館（2）76

　カード枚数邪g万（1973年）

　．専任職員・高級司書（3）2・、司書13・．そ

Q他斗1・1973年度干算（木件肇除く，）　約．

130，　OOODM

請求票処理件数 卜・96・llg7・恒留・

ブ・・ク内かbの請求票1・3・・5・レ＆67・1・．9S，　6SS

禦ブロック内から備求1下平・瞬・i・・3，・3・4

合． 計
is2，9431　i76；2pl　lg8，g7r．21’
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HE．’　Bayerischer’Zelntragkatalog

・’ E迩ン（州立弾琴）所在へ
195昨創設．参加館49，ヵ》回数320

万枚，ンーゲンスブルグ大学図書館蔵書、

目録書・墜アヴスカグ大学図書館

蔵書丁銀39巻・ミィヲ・ン州立図書館、

蔵書約300万冊。専任職員：高級司書1，

1司書ユ0，そめ他3。1．973年予算．（人件費

除⇔・15，810DM

・請求票処理徽レ・969’』1巨・7・し・97・

ブ・ヅ・内からの謙1　74・4S61・3・・927、8…766

．他ブ・・yク内柳請求1・25…Sl・3・・　9SSI’・26・・3・

令、
計　1・99・　7731・鰹加’・。・・7・・

IV・’Bρ・丑1麟G・・am聯・IQgl

　ベルリン（ベルリン自由大学図書館）’
　　　　　　　　　　　　　　　　に「所在］’　1948年創設P．・参加館32ら。ヵ一’ド

枚数約350万枚，ベルリン自由大学蔵書

約20Q万冊。専任職員：高級司書1，司

書8，その他4。’1973年予算（人件費除

く）22，0QODM’

請求三三件数・
k・96gl・9・σ．1・97・

ブ両』ク内からρ謙陪・・436；・6・1．　33・s23

他ブ・・ク内からの請求1購・1・　・…6・1・3・・64・

合
・計　i・3・　7881・・b・・　・221．％i6呂

一’

u．　Hessiseher　Zemtrakkataleg

　　フテンクフルト（市立兼大学図書館）

所在，、1946年創設，参加館68；：勇戸ド枚

．en　4SO　ij枚6専任職員：・高級Pt書il，・司

書7；その他8。・予算ぽフラシクフルド

市立兼大学図書館に含まれる6・

請求票魑騰1…69　．1・976．1・97・

「ブ・・ク．内からの請求／・5…217・…41・9・・22

他ブr・ク内からの詰求1．96・s421’　9・・s231．・・・…2、

・合 計
エ・a帥7218271・79・・424

VE．　’Niede．rsachs．iScher．　’@Zetatrql一
　／’　kat．alo，g　．　’・

　ゲッチシゲシ（州立兼大学図書館）所

一6

在b幽

、1956年創設』 Q加館52．

　1♀73年現在カード枚数450万枚

　専任職員：高級司書1名，司書4名，

’その他』16．5名、』予算はゲッチンゲン、

SiuUB（州立兼大学図書館）にふくまれる。

請求票処理件数　1・969卜・97・・i・97・

ブ・・ク内からの請求血666睡・32i89・　92S

他ブ・・クからの請求・43，　6671・5・，・9・／・57…8

合 計　1・・綱・…436勿鯉・

Vlg．　Norddeuts¢her　Zentra．lkatalog

　ハンブルグ（州立兼大学図書館）所在。

　1946年創設参加館1Q6・

　1973年現在カード枚数340万枚

、、

齡C職員：高級司書2名，司書11名，

その他5．．5名．予算はハンブルグSuUB

（州立兼大学図書館）に含まれる。

請球状腱徽　巨96gl’・97・’・．・97・

ブ・・ク内からの請求‘
?T82．4・・　374【・7，・・8

他ブ・・クからの請求・2・．・・9S9・　44？1・・7，・・3

合
計　1・27・・29・、・31，　8161・34・・4・i

XSZIII F　Zentralkatalog　．　Nordrheilae　．

　westfalen”　．

　ケル．シ（大学兼市立図書館〉所在

　1947年創設　参加館71

　1973年現在カード枚数　503万枚・、

　：専任職員1高級司書3名，司書20名，．

その他11名　予算はケルンUStB（大学

兼市立図書館）に含まれる。

請求票腿徽／・9691・97・、　1’　1．97・

ブ・・ク，Nから備求、・34・　7ssl・48…8・6b・…

他ブ・・クからの請求・1’　・s・　QS31・z，3sll　・・　96，　066

「合 計
・22g，　sosl　・24s，　gsgl　2s6i　s77

注

・（1）・地域総合目録1一～皿ばBibliothek＄L．

1



　　’plan’73．船よびJahrbuch　der　Deut－

　　schen　Bibliotheken　l73に：もとづいて

　　作成した。

　（2）参加館内訳ばHのBaden－WUrttem－

　　ber9め場合は以下のとおりである。圏・

　　　大学図書館10，教育大学図書館1，

　　州立囎館3，市町村立図書館11，、ギ．

　　ムi’：ジゥム図書館3，文書館8，教会．

　　付属図書館13，特殊図書館23，私立図

　　書館4・

　（3）商級司書（WisSenschaftlic与er　Bllio－

　　thekar）は大学で博士号を得た後，図

　　書館学稼で・．2年間学んだ鋒，国家試験・

　　に合格した者をいう。なおζの訳語は

　　斎藤雅英「西ドイツ図書館三一養成の

　　現象一」、（現代の図書館volr　9　no．　2）’

　　に’よる6．「’

　地域総合目録のほか咋所在調査に用いら．

れる冊子体総合自録が刊行あるいは刊行準

1備中である。・』’　　　　　　、

OGAZS　（GesqTn．tverzelchnis　．Auslandi－

　scher　Zeitschrifteh　und　Serien）　1939－

　58，　1963－68・’　’　’　’．・r　’

　外国雑誌，叢書総合目録。国立図書館・

　（SbPK：）編；纂

．　OGDZS．　（Gesamtverzeichnis　，　’ @degtsb．h一．

　sprachiger　Zeitschriften．und　Serien）

　1682一一1970

　　ドイ）y語雑誌，叢書総合目録。現在国立

　図書館（SbPK）．で準備中。

OGZS（GesamtvqrZeichnis　der　Zeitschrif－

　ten　urtd　Seridn）　1971一

　　ドイ、ツ語，外国語の雑誌、・叢書総合目録

　G今ZS，　GDZSの合併改題ISSN付記
　三三図書館（SbPK＞編纂tt

OTWZ　（Verzeichni　s　von’　Zeitschriftenr

　bestanden　und　Serienwerken．　aus　den

　，・Gebieten：　Tech’nik，　Naturwissenschaf一

ten，　Medizin，　Wirtschafts：．，　．Rechts一’・

・ppd，Sta．a．tSwis．senschaftep）　．．

　科学技術，．医学，経済学，法学，政治学

分野の雑講叢書総合目銚全6巻，
　　1956年Arbei七s客emeinschaft　der　tech二

　，nischen　rknd　wirts．c’hattlichen’BibliQ一’，

　　theken編纂。一

〇GRP　1（GesaintverZeichnis　・’ruSsis．c，hero

　und　sowietischer　Periodika　und　Serien－

　werke）　・

　Ptシア，ソ連の雑誌；叢書総：合目録ベ

　ルリン自由大学で編纂中g

OZeits．chriftenverzeichnis　，westde．utscher

　Kdnstbiblibtheken　・

　西ドイツの美術図書館の雑誌総合目録’

『：Kunstbibliothek（ベノレリシ）が準備中。

’OAuswahlendes’　’Standortvetzeichnis

　deutscher　．　Zeitu’ngen

　　ドイツの新聞の総合目録，‘1700－1966

　　プレづγ州詔書館．（＄ta・t・biblig一、

　　thek　Bremep）編纂。　　　　　　　　、

、SSG（特牢収集分野分揖計画）

　相互貸借との三連で、SSG（Sonder・
Sa血皿elgeもietsplah）、にも言及したい。：こ

れは第二1次大戦で焼失した文献，とくに

1939年以降の外国図書を西ドイツ国内に一

部嬬再入手しようという主旨．のもと匹1949∫

年弁イッ学術振興会がたてた計画で，大学

図書館，国立，州立図書館など学術図書館

．の中から25館をえらんで予算を与え，購入、

あるY・は交換で収集させるものである。学

術分野は117に分かれ，学術図書館は過去の

収書傾向からその学術分野を決定されたQ．

たとえげチュヴビンゲシ大学図書館は神学

とイゾド学，ハイデル歳ルグ大学図書館は

中世お干び二世の美術史を分担して1・る。tt　t

，収集に要する費用はドイ’ツ学術振興会炉三

一7一



、即し，1971年度SSG予算は130万DMで：　　ちれたことからもわかるまうに・比較的活

あった。SSG参加館は向時に相互貸借に　　　擾に行われている。、ただしこの場合，事前

も参加することを義務づけられているの　　　に自国のすべての地域総合目録を回送され

で，西ドイツに二部しかない外国文献でも　　　てネガティヴな回答を得た請求票のみが対．

利用しうるのである。なお当初図書に限ら　　　象とされている。

灘懲懲鷺鑛灘留新目録規則醐）について
検：討され若キの変更が加え．ちれた。　　　　　　　前号で述べたプ官イセン目録規則にかわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る新規則RAK（Regeln層fdr　die　alpha
　東ドイツの相互貫借と　　　　　　　　　　betische　Katalogisierung）が最近ドイツ

　東西両ドイツ間の相互貸借　　　　　　　　　語圏でまとφられたことについてそめ成立

　東．ドイツぽ戦前の相互貸借規則をつかっ　　　過程をごくや・いつまんぞ紹介しておきた

でいたが1965年新規則を定めた。　　　　　　　い。　．　　　　　　，．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　ロ　　　

　相互貸借の目的峠「……全般にわたる社’　　．プρイセン目録規則は第二次大戦中にす

気海義建設に際し，社会的にみて必要と思・　でに確訂の草案が　Joris　Vorstius，　Her一

．われる文献をびろく国民の間にいきわたらtt　　mann　Fuchs両氏によりまとめられていた

せるごとに奉仕するものである」としてい．　　が，，戦後も東西ドイツで別個に改訂が検討．ト

る6参加資格は国立あ為いは国家により財　　　された。しかし1961年パリのIFLA国際

政的援助を受けているすべての図書館が有　　　目録法会議の成果をふまえて，プロ，イセ1ゾ

・する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　目録規則の改訂ではなく，まったく新しい

　東ドイツ国内は6ブPtックに分かれ，地1’　規則作成へとむかった。

：域総合目録が置かれている。フγボル．F大，　　ユ962年西幽ドイツ図書館協会は目録委員会

’学図書館，ドンスデン州立図書館，ゴハレ大　　　（Kommission　f廿r　Alphabetische’　Katalo9一

学兼州立図書館，イエナ大学図書館，ライ　　　isierung）を設置し，以後10年間ドイツ学

プチヒ大学図書館・・スト・ク大学図幅　術振興会力・ら難翻をう脇196・年代

．が相互貸借P中央館である6これら6館の・　　半ばにはいくつかめ図書館にコンピュ甲タ・

ほかに，補助的にブ官ジク内の請求票を受　　　’が入りはじめ，とくに新設の図書館の場

』治し，自館の目録で調査し，所蔵しない分　　　合，『はじめから新目録規則の使用を要望し

のタ地域総合目録tlt送付している図書館が　　　・たため，その成立が急がれた・1965年同委

　5餌ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　・員会は部分的な草案を作成し，団体著者の

　・請牢票が地域綿合目録で棟索され所在　　　’問題に積極的な姿勢をみせた。同年東ドイ

のない場合に他ブ両クへζ回送されうの．　ーツのドイツ図書館連合にも目録問題委員会

は，西ドイツとまったく伺じである。全ブ　　　（Kqmmission　ftir　Kataiogfrqgen）が設立

卵クで臓されて喰・・と糊するξ・　さ払同年四隣かれ晒ドイツの晦
　まずドイ羽国立図書鱈次にドイツチェ・』　委員会に東ドイツ側も参加して，両者の協

．ifユレヒャ、ライζ請求票嫡送られる。　　　　　力が始まった。ユ966年ミュンヘンの会議に

　東西両ドイツ間の野際貸借は斗971年に草．　　は東西ドイツだけでなくオース〉リァ，ル

．ドイツから酉ドイツへ請求票が21，147枚送　　　クセンブルク，スイXも代表を送り∫一’Fsイ．“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一8一



　　　　　　　　　　　　／

ツ語圏に共通な目録規則作成が進められジ

その成果嫉1969年から一一部分ず：つ発表され．

ている。ISBI）、が1971年まξ回り・，、　RAK

はこみ問題1こも対処することになる。「／「’

　西ドィヅでRAKを現在積極的に取り入

れているのは・・ドィ・チ・、“u“ブリ・オテr．、

ク，バイiルン’ B立図書館，・国立図書館‘

（SbPK）の丁丁である。

　、RA：Kとコンピュータとの結合は，　MA

艮Cに相当するMABIを生み出している。’

　　　RA．Kの三角例

1969一バイエルン州立図書館

．1971一薗立図書館（SbPK）

　　　GZS（Gesa皿tverzeichnis　’der

　　　Zeitschriften’　und，　Serien）

1972－D・gt・e’h・Biblip9・aphi・．（百‘ドイツ

　t’あ全国書誌）・

・1974一ｼ膿鰯b’b”og「aPhler東

　　　Leipzig6r　Zetteld耳ucke　r（束ドィッ』‘

　　　ゐ印刷ヵニド〉

注．

RAKについては，　Kaltwas鴫r，　Franz

Getirg；，Ehtstehung，　Strukturen　u．n’d

Anwendung．　der　neuen　・“Regeln　fur　die　・

alphabetische　Katalogisierdng　（RAK）”　’

ZfBB　Jg．　XXI　（1974）　Heft　．，1　’ Cp）　1－

22に詳しい。

納本制度と国立図書館

　アメウカの議会図書館イギll）スの大英

博物館フランス⑱立函館に相当する

図書館はドイツにない。戦前ばプ官1イセン・

1国立図書館，バイヂルン州立図書館，’ドイ「

．ッチェ’ ?rゴヅヒャライが，戦後は，西ド

イツでは国立図書館（SbPK），バイエルン

州立図書館，ドイッチm．・ビブ旦オテーラ．

の3館，東ドイツはドイ7図書鰭ttイッ

チェ・・ゼユジヒャライが，．をれそれ中央館

的役割を分担している。

、押・ナン・ラ．ヴラリ「一を糠面上で

一番重要捻要素ej：・’国内で出版されるすべ

ての出版物の収集である。’1912年に下館さ

舜ドィ、ヅテξ・・1戯ツ・u・ラ’イ識鋒

「予めF’ пD’．シチェ・ビュッヒャラ’1・」とし

て設立されたドイツチェ・U“ブリオ．テ」ク

だけが，そ1れに該当する。

　ここに1908年の出版数を示す表があるb

ドイツtt

フフこ／ス

イギリス　・

7メリ卑合衆国

30，　317

－11・，　073　・

9，82i’

9，　254

　この表から明らかなように，当時ドイツ

は出版数において欧米第一だったσところ

’・が全国的規模の…義務納本制度は∴1961年東・

ドイツが制定するまで存在せず，したがっ

て20世紀初頭の70　tiイセ：ソ王立図書館（19

19年以降プvイセシ国立図書館）やバイPt』

ルン州立図書館はジ．呼続収集を購不｝寄贈7・

交換ただよって遠たので，とうてい国内出

版物を羅騨縣することは出来なカ・っtt

た6ナシμナルデイブラリ7を切望する声．

は，図書館下で，また書籍商め間でも高か

った。書籍商は取引上国内出版物目録を必

要としたからである。まずプPtイセソの王

立図書館とバイエルン州立図書館とが・そ

．の歴史の古さ，蔵書の質，量のすぐれて》i

ることから名乗をあげた。．とくにプPイセ

』、ソはドイツ統一の余勢をかって・図書館界1

でも中心的存在たらんと意欲をもやしてk・　〉

た。またドイツ書籍商組合’（Der　B6rsen．　’

v6rein　der　Deutschen　BtIchharldler）　’も

ナシ．ヨナルライブラリ」を設立するととを

考慮していた・こ、の経緯ほ・“D・ut・ch・

・Bticherei　1912一一一1962”セこ詳1しV・が∴そQ

一9　一
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擶を参考嫌め簡単に三三てみたい。

　プPtイセγの文部省にあって図書館行i政

’に力を注いだAlthoffは1906年5月，ドイ

ツ書籍商組合第一書記Karl　Siegismtind

と会見し，州内図書館の購入図書ぼ）値引智

を交渉した。その際，ナショナルライブラ

1リfの件にもふれ，組合が独自に総合文書

館を設立するか，もしく嫁ベルリンの王立

図書館をナショナルライブラリーとする場

合，、無償納本の意志があるかを打診してい

る・。Althoffは組合が独自に設立すること

は，．その後盾となるザクセツ州やライプチ

‘ヒ市の財疎状態から不可能であり，第2の

案に従うと考えていた。またバイエルン州’

立図書館についても，同州の財政状態から

対立候補とぽ思bていなかったようだσし

かしSiegismun．dもf4かなか外牽手腕に1

たけた男で；その場での即答をさけ，この

会見から，Althoff　・の望まない方向；すな，

わち独自に設立する可能性を嗅ぎ出して，

ひそかに動き出した。1908年Althoff死後，

ザクセン州とライプチヒ市に働きかけ，？

いに1912年ドイツチェ・、｛どユッヒ十ライの

設立にご．ぎつけた◎この時ザクセy州は建

物を，‘ライプチヒ市は土地を提供してL・

る。以後lr）運営は組合があたった。ザクセ

ン州政府は他の諸州によびかけ，官庁刊行『

吻の納本をとりつけた。組合は無償納本を

抄い・ドイツ牙エ・ビュッヒャライは1913

年1月1日以降のドイツ国内出版物と外国

で出版されるドイツ語出版物の収集・保管

と書誌編纂を行うことになる。なおザク老

ン州とライプチヒ市がこの件に深く）b，tsかわ「

っているのは，ライプチヒがドイツ書籍商

組合の所在地であり，書籍出版の中心であ

ったためである。

　アメリカ，イギリス，フランスなどが既

存り歴史のあ、る図書館にナジ』ナルライブ

ラリ「の湿田与したのに対しゆドイ・

ツは結果的に嫁，一民四団体の書籍商組合

の手で新設されたのは，国内の義務納本制
　　　　　　　　　　　ラント度確立を阻んだ地方分権，州の女化主権の
　ノ
強さのためであったといえよう。

　ドイツチェ・’ビュッヒャライは1931年か

ら全国書誌，Deuts6he　Nationalbibliogra．

Phieを刊行し，また戦後設立されたドイヅ

チェ・ビブリオテークは全自書誌Deutsche

Bibliographieを刊行している。双方とも

東西両ドイツの出版物を収録している。

　む　す　び

　ファーミントン・プランのドイツ版とも．

言うべきSSGの例に示されるように，戦

後西ドイツにはアメ』リカの影響が色濃い。

しかし本稿で扱った図書館協力事業は古く

からの地方分権制度にそったものであり，

ナシ・ナルライブラリーの設立の経緯や機

能もドイツの地方分権の強さを無視しては

町歩できない・第2雄界木戦で中断し≒

ドイツ総合目録の教訓に学んで，戦後短期

間に整備されtgカード体地域総合目録は，

、相互貸借のトゥールとして役立っている。

最近は．＝　yピュ　・一タ’導入により，その特性

を発揮させた全国規模のデータ・ベース統

合・活用⑳可能性が模索され始めた。　　1

ひらの・みえこ
　整理部分三三副主査

まるやま・しょうじろう

　収書部外国図書課長補佐

訂正・本論第1部（第11号）の英文

表題中；West　Germanyとあるのは’

・　Gernnanyの誤りにつき，訂正します。
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